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2008 年 12 月 26 日 

パナソニック株式会社 

モータ社  

             

 

リチウム電池の輸送規則変更に伴う梱包仕様の変更および 

お客様へのお願いに関するお知らせ 
 

 

拝啓 寒冷の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

また､平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、首記の件ですが、リチウム電池の輸送規制変更に伴って当社オプション品のリチウム電池 

につきまして、下記の通り包装仕様を変更いたします。また今回の規制変更には、規制対象品を 

お客様独自で輸送される場合、お客様にて対応していただく必要事項も発生しておりますので、 

下記をご確認の上、ご対応をよろしくお願いいたします。 

何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

                                                           敬具              

 

記 

 
■背景 

   国連の危険物輸送に関する規制勧告（以下、「国連勧告」という）の第１５版（2007 年）発行を 

受け、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）の危険物輸送に関する技術指針（ICAO-TI）においてリチウム 

金属電池の輸送規制が一部改定されました。また技術指針(ICAO-TI)の航空輸送を対象とする 

部分についても一部改定されております。これら改定に対する施行日は、2009/1/1 よりとなって 

おり、対応に急を要す状況となっています。 

さらに国際海事機関（IMO）の国際海上危険物規則（IMDG Code）におけるリチウム電池を含む 

輸送規制についても今後改定されることが予定されております。 

 
■対象商品 

オプションアブソリュートエンコーダ用電池 ＤＶ０Ｐ２９９０，ＤＶ０Ｐ２０６０ 

                 （ご参考：使用電池：東芝電池 品番 ER6V ） 

■規制の変更内容について 

１．外装箱単位の総重量が２．５ｋｇ超の場合、航空輸送不可。 

２．非危険物宣言書の作成と出荷ごとの商品への添付。 

３．梱包落下試験結果に基づく適合証明書の作成。 

４．取扱ラベルの貼付けが必要。詳細は、６頁を参照願います。 

  ※取扱ラベルのサイズ：ｗ１２０＊１１０ 

(貼付に関する注意事項) 

・取扱ラベルについては、包装箱側面に貼付することが義務付けられています。 

・側面の２面にまたがる貼付は不可です。 
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(ご注意) 

今回の規制変更で重要となるのは、荷主が輸送品の責任対象という点です。上記対象商品を 

購入後、お客様独自で輸送される場合には、お客様が荷主となり、ご対応いただく必要事項が発生 

しますので、ご注意をお願いいたします。お客様が荷主で、輸送をお考えの場合は下記をご確認 

いただき、且つ輸送業社にお問合せの上、ご対応をお願いいたします。 

 

■当社商品の変更内容について 

 

120 

11
0 

●当社梱包仕様の変更内容 

個装箱をｴｱｷｬｯﾌﾟ包装（下記①&②を満足する包装）に 

変更し、外装の梱包箱（集合または個装）側面に右記 

取扱ラベルを貼付します。 

※右記ラベルはPanasonicのみ有効となります。お客様が

    荷主となり輸送される場合には、使用できなくなりますので 

     ご注意ください。 

 

●当社梱包仕様変更時期 

２００９年１月出荷分より 
取扱ラベル  

■お客様が荷主として独自で輸送をお考えの場合の対応方法について 

   

 ●航空輸送を行う場合の対応方法 

   お客様独自で航空輸送される場合には、以下の４項目にご注意願います。 

 

①荷主による非危険物宣言書の作成 

電池安全性試験に基づく荷主作成の非危険物宣言書が必要となります。 

４頁の作成例を参考にしてください。記載する様式は、輸送業社ごとに異なる場合があり 

ますので、ご確認の上、ご対応をお願いいたします。 

※電池安全性試験（電池メーカで対応可能） 

②自己認証書(適合証明書)の作成 

  下記の輸送梱包落下試験に基づく自己認証書(適合証明書)が必要となります。 

   ５頁の作成例を参考にしてください。 

(梱包落下試験) 

各梱包について、あらゆる方向からの１．２ｍ落下試験を行い、以下の３つを全て満足 

しなければなりません。 

      ・梱包内のセルまたはバッテリーに損傷がないこと。 

      ・電池同士の接触がないように内容物が移動することがないこと。 

・内容物を放出することなく耐えること。 

試験は自主試験となりますので、試験結果に基づいた自己認証書（適合証明書）をお客様 

独自で作成していただき、試験結果と併せて保管しておくことをお勧めいたします。 
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③取扱ラベルの貼付け 

   6頁目の作成例を参考にしてください。 

取扱ラベル貼付の必要性につきましては、7頁の別紙をご確認ください。 

 ※当社商品は取扱ラベルの対象となるため、取扱ラベルを貼付しております。 

④その他注意事項 

･１梱包当りの質量は２．５ｋｇ以下でなければなりません。 

･当社商品の集合梱包(複数個を一つにまとめた包装)に対しては、輸送業社にご確認の上、 

ご対応ください。  

     ･包装損傷品の輸送は不可となりますので、ご注意願います。 

     ･ハンドキャリーでの航空輸送も、同様の扱いとなりますので、ご注意ください。 

 

 ●海運輸送対応を行う場合の対応方法 

     海運輸送につきましては、あと数ヶ月間は、現行の輸送が可能な状況となっていますが、 

“■背景”にて説明させていただいたように規制の改定が予定されていますので、最終的 

には航空輸送と同様の対応が必要となります。 

 

■最新のリチウム電池輸送規制について 

最新のリチウム電池輸送規制内容については、以下の法規をご参照下さい。  

 

○国際的な危険物輸送ルール： 

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations -15th edition 

 

○輸送に関する国連勧告－モデルレギュレーション 第15版 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev15/15files_e.html 

 

○航空輸送での適用規則： 

IATA DGR (International Air Transportation Association Dangerous Goods Regulations) 

ＩＡＴＡ危険物規則 第50版 

 

■お願い 

既にご購入いただいている商品につきましても、2009 年 1 月以降にお客様独自で航空輸送 

される場合については、変更規則の対象となりますので、上記変更内容に基づき、ご対応を 

お願いいたします。 
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■非危険物宣言書作成例 

 

   非危険物宣言書の作成例を示します。但し、この宣言書は、お客様にとっては有効な書類では 

ありません。お客様独自で輸送される場合には、これと同様の書類を作成する必要があります 

ので、ご注意ください。また、輸送業社によって運用方法が異なり、フォーマットが異なる場合が 

ありますので、作成には輸送業社にご確認の上、対応をお願いいたします。 

  ※国内輸送につきましては、日本語で構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSaammppllee

 Invoiceの商品名(SPEC欄 )、

Packing Instより該当する 

リチウム電池を選択(チェック） 

《記載（選択）する》 

連絡先は、24時間連絡可能な

電話番号を記載する 

・H.AWB No   ・DESTINATION を記載 

※詳細は輸送業社にご確認願います。 

・EQUIPMENT  ・Invoice No   ・M.AWB No 

《InvoiceおよびAWB情報から記載する》

〒574-0044 大阪府大東市諸福７丁目１番１号 TEL(072) 871-1212
http://panasonic.co.jp/motor/ 



 

                            5/7 

  Ｍｏｔｏｒ  Ｎｅｗｓ  
 

■自己認証書(適合証明書)作成例 

 

   自己認証書の作成例を示します。この証明書は、お客様にとっては有効な書類ではありません。

お客様独自で輸送される場合には、これと同様の書類を作成する必要がありますので、ご注意 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 

 お客様にてサイン願います。 

 商品種類等を記載。 

 3種類の結果を合格と記載。 

《試験結果を記載》 
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■取扱ラベル作成例 

 

  取扱ラベルの作成例を示します。下記を参照の上、作成願います。但し、輸送業社によって 

運用方法が異なり、フォーマットが異なる場合がありますので、作成には輸送業社にご確認 

の上、対応をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 商品名を記載。 

24時間連絡可能な連絡先 電話番号を記載。 
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別紙 
■落下試験／ラベリング/ドキュメント（非危険物宣言書）の免除事項について 

  当社の内部判断基準を参考として掲載させていただきます。但し、本基準は当社の判断である 

  ため、実際には運用が異なる場合がありますので、輸送業社にご確認の上、ご対応をお願い 

  いたします。 

〒574-0044 大阪府大東市諸福７丁目１番１号 TEL(072) 871-1212
http://panasonic.co.jp/motor/ 
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